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港
則
法
及
び
海
上
交
通
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
港
則
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
の
次
に
次
の
目
次
を
付
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

入
出
港
及
び
停
泊
（
第
四
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

航
路
及
び
航
法
（
第
十
二
条
―
第
二
十
条
）

第
四
章

危
険
物
（
第
二
十
一
条
―
第
二
十
三
条
）

第
五
章

水
路
の
保
全
（
第
二
十
四
条
―
第
二
十
六
条
）

第
六
章

灯
火
等
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
条
の
二
）

第
七
章

雑
則
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
七
条
の
六
）

第
八
章

罰
則
（
第
三
十
八
条
―
第
四
十
三
条
）
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附
則

第
十
二
条
中
「
国
土
交
通
省
令
の
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
、
「
以
下
第
三
十
七
条
ま
で
」
を
「
次
条
か
ら
第
三
十

七
条
ま
で
及
び
第
三
十
七
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
二

港
長
は
、
地
形
、
潮
流
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
及
び
船
舶
交
通
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
航
路
を
航
行
す
る

船
舶
の
航
行
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
航
路
ご
と
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
航

路
を
航
行
し
、
又
は
航
行
し
よ
う
と
す
る
船
舶
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
船
舶
に

対
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
間
航
路
外
で
待
機
す
べ
き
旨
を

指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」
に
、
「
国
土
交
通
省
令
の
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
改
め
、

「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
国
土
交
通
省
令
の
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
前
五
条
」
を
「
第
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
、
「
も
の
の
外
」
を
「
も
の
の
ほ
か
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
国
土
交
通
省
令
の
」
を
「
国
土
交
通
省
令
で
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
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同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

総
ト
ン
数
又
は
長
さ
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
ト
ン
数
又
は
長
さ
以
上
で
あ
る
船
舶
は
、
前
項
に
規
定
す
る
水
路
を

航
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
港
長
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
通
報
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
通
報
し
た
事
項
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

当
該
船
舶
の
名
称

二

当
該
船
舶
の
総
ト
ン
数
及
び
長
さ

三

当
該
水
路
を
航
行
す
る
予
定
時
刻

四

当
該
船
舶
と
の
連
絡
手
段

五

当
該
船
舶
が
停
泊
し
、
又
は
停
泊
し
よ
う
と
す
る
当
該
特
定
港
の
け
い
留
施
設

第
三
十
六
条
の
三
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
水
路
に
接
続
す
る
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
航
路
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
船
舶
が
、
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
す
る
際
に
、
併
せ
て
、
当
該
水

路
に
係
る
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
け
い
留
施
設
を
通
報
し
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
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い
。

第
三
十
七
条
第
三
項
中
「
港
長
は
」
の
下
に
「
、
異
常
な
気
象
又
は
海
象
」
を
加
え
、
「
又
は
禁
止
す
る
」
を
「
若
し
く

は
禁
止
し
、
又
は
特
定
港
内
若
し
く
は
特
定
港
の
境
界
付
近
に
あ
る
船
舶
に
対
し
、
停
泊
す
る
場
所
若
し
く
は
方
法
を
指
定

し
、
移
動
を
制
限
し
、
若
し
く
は
特
定
港
内
若
し
く
は
特
定
港
の
境
界
付
近
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
命
ず
る
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

港
長
は
、
異
常
な
気
象
又
は
海
象
、
海
難
の
発
生
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
特
定
港
内
に
お
い
て
船
舶
交
通
の
危
険
を
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
港
内
又
は
特
定
港
の
境
界

付
近
に
あ
る
船
舶
に
対
し
、
危
険
の
防
止
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
三
十
七
条
の
四
第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
に
お
い
て
」
に
、
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
の
二

、
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
第
七
章
中
同
条
を
第
三
十
七
条
の
六
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
三
中
「
前
条
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
」
に
、
「
に
こ
れ
を
」
を
「
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三

十
七
条
の
五
と
す
る
。
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第
三
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
港
長
が
提
供
す
る
情
報
の
聴
取
）

第
三
十
七
条
の
三

港
長
は
、
特
定
船
舶
（
小
型
船
及
び
雑
種
船
以
外
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
港
内
の
船
舶
交
通
が
特
に
著
し
く
混
雑
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路
及
び
当
該
航
路
の
周
辺
の

特
に
船
舶
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
当
該
特
定
港
内
の
区
域
を
航
行

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

船
舶
の
沈
没
等
の
船
舶
交
通
の
障
害
の
発
生
に
関
す
る
情
報
、
他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
船
舶
の

航
行
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
当
該
航
路
及
び
区
域
を
安
全
に
航
行
す
る
た
め
に
当
該
特
定
船
舶
に
お
い
て
聴
取
す
る
こ

と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２

特
定
船
舶
は
、
前
項
に
規
定
す
る
航
路
及
び
区
域
を
航
行
し
て
い
る
間
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情
報
を

聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
聴
取
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）
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第
三
十
七
条
の
四

港
長
は
、
特
定
船
舶
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
航
路
及
び
区
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
交
通
方
法
に

従
わ
な
い
で
航
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
他
の
船
舶
若
し
く
は
障
害
物
に
著
し
く
接
近
す
る
お
そ
れ
そ

の
他
の
特
定
船
舶
の
航
行
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
交
通
方
法
を
遵
守
さ
せ
、

又
は
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
船
舶
に
対
し
、

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
進
路
の
変
更
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

港
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
特
定
船
舶
に
対
し
、
そ
の
勧
告
に
基

づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
八
条
中
「
左
の
場
合
に
は
そ
の
行
為
を
し
た
者
は
、
こ
れ
を
六
箇
月
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
は
、
六
月
」
に
、
「
五
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の

五
」
に
、
「
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
に
お
い
て
」
に
、
「
に
違
反
し
た
と
き
。
」
を
「
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た

者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
」
に
、
「
に
違
反

し
た
と
き
。
」
を
「
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
五
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
又
は
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
第
三
十
七
条
の
五
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者

二

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
な
い
で
船
舶
を
停
泊
さ
せ
た
者
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
び
よ
う

地
以
外
の
場
所
に
船
舶
を
停
泊
さ
せ
た
者

三

第
八
条
第
三
項
、
第
十
条
（
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
の
二
又
は
第
三

十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
処
分
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者

四

第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項
（
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
違
反
し
た
者

五

第
二
十
四
条
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
、
第
三
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
六
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
違
反
し
た
者



- 8 -

六

第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
四
十
条
及
び
第
四
十
一
条
を
削
る
。

第
四
十
一
条
の
二
中
「
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
に
お
い
て
」
に
、
「
こ
れ
を
三
万
円

」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
四
十
二
条
を
削
る
。

第
四
十
三
条
中
「
左
の
各
号
の
一
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
、
「
こ
れ
を
一
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め

、
同
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
「
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
に
お

い
て
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

第
四
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
十
五
条
の
規
定
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
者

第
四
十
三
条
を
第
四
十
一
条
と
す
る
。

第
四
十
四
条
中
「
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
」
を
「
の
違
反
と
な
る
よ
う
な
」
に
、
「
こ
れ
を
一
万
円
」
を
「
三
十
万

円
」
に
、
「
す
る
」
を
「
処
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
二
条
と
す
る
。

第
四
十
五
条
中
「
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
三
条
の
違
反
」
を
「
第
三
十
九
条
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
又
は
第
四
十
一
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条
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
違
反
行
為
」
に
、
「
罰
す
る
外
」
を
「
罰
す
る
ほ
か
」
に
、
「
罰
金
」
を
「
罰
金
刑
」
に
改

め
、
同
条
を
第
四
十
三
条
と
す
る
。

（
海
上
交
通
安
全
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
条
の
二
」
に
、
「
狭
い
水
道
」
を
「
航
路
以
外
の
海
域
」
に
、
「
第
六
節

灯
火
等
（
第

「
第
六
節

灯
火
等
（
第
二
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）

二
十
七
条
―
第
二
十
九
条
）
」
を

第
七
節

船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置
（
第
二
十
九
条
の
二
・
第
二

に
改
め
る
。

十
九
条
の
三
）
」

第
三
条
第
三
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
又
は
」
を
「
第
二
十

条
第
三
項
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
」
に
、
「
前
号
に
掲
げ
る
」
を
「
、
前
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
「
交
通

方
法
が
」
の
下
に
「
指
示
さ
れ
、
又
は
」
を
加
え
る
。

第
五
条
中
「
を
こ
え
る
」
を
「
（
対
水
速
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
る
」
に
改
め
る
。
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第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
追
越
し
の
禁
止
）

第
六
条
の
二

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
路
の
区
間
を
こ
れ
に
沿
つ
て
航
行
し
て
い
る
船
舶
は
、
当
該
区
間
を
こ
れ
に
沿

つ
て
航
行
し
て
い
る
他
の
船
舶
（
漁
ろ
う
船
等
そ
の
他
著
し
く
遅
い
速
力
で
航
行
し
て
い
る
船
舶
と
し
て
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
船
舶
を
除
く
。
）
を
追
い
越
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
海
難
を
避
け
る
た
め
又
は
人
命
若
し
く
は
他
の
船

舶
を
救
助
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
進
路
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
進
路
を
他
の

船
舶
に
知
ら
せ
る
た
め
」
を
加
え
、
「
信
号
に
よ
り
行
先
を
表
示
し
な
け
れ
ば
」
を
「
、
信
号
に
よ
る
表
示
そ
の
他
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
一
節
中
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
航
路
外
で
の
待
機
の
指
示
）

第
十
条
の
二

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
地
形
、
潮
流
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
及
び
船
舶
交
通
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
航
路
を

航
行
す
る
船
舶
の
航
行
に
危
険
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
航
路
ご
と
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
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い
て
、
航
路
を
航
行
し
、
又
は
航
行
し
よ
う
と
す
る
船
舶
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
船
舶
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
間
航
路
外
で
待
機
す

べ
き
旨
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
中
水
道
を
経
由
し
て
航
行
す
る
」
を
「

順
潮
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
西
水
道
を
経
由
し
て
航
行
す
る
」
を
「
逆
潮
の
」
に
改
め
、
同
号
後
段
を
削
り
、
同

項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
西
水
道
を
航
行
し
て
小
島
と
波
止
浜
と
の
間
の
水
道
へ
出
よ
う
と
す
る
場
合
又
は

同
水
道
か
ら
来
島
海
峡
航
路
に
入
つ
て
西
水
道
を
航
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
他
の
船
舶
の
四
国
側
を
航
行
す

る
こ
と
。

五

逆
潮
の
場
合
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
速
力
以
上
の
速
力
で
航
行
す
る
こ
と
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
」
の
下
に
「
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
五
号
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。
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３

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
来
島
海
峡
航
路
に
お
い
て
転
流
す
る
と
予
想
さ
れ
、
又
は
転
流
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
同

航
路
を
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
航
法
に
よ
り
航
行
す
る
こ
と
が
、
船
舶
交
通
の
状
況
に
よ
り
、
船
舶
交
通
の
危
険
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
航
路
を
こ
れ
に
沿
つ
て
航
行
し
、
又
は
航
行
し
よ
う
と
す
る
船
舶
に
対
し
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
航
法
と
異
な
る
航
法
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
示
さ
れ
た
航
法
に

よ
つ
て
航
行
し
て
い
る
船
舶
に
つ
い
て
は
、
海
上
衝
突
予
防
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

来
島
海
峡
航
路
を
こ
れ
に
沿
つ
て
航
行
し
よ
う
と
す
る
船
舶
の
船
長
（
船
長
以
外
の
者
が
船
長
に
代
わ
つ
て
そ
の
職
務

を
行
う
べ
き
と
き
は
、
そ
の
者
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
船
舶
の
名
称
そ

の
他
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
海
上
保
安
庁
長
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
行
な
わ
な
け
れ
ば
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
海
上
保
安
庁
長
官
が
指
示
し
た
航
法
に
よ
つ
て
航
行
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
二
十
二
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
「
（
船
長
以
外
の
者
が
船
長
に
代
わ
つ
て
そ
の
職
務
を
行
な
う
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べ
き
と
き
は
、
そ
の
者
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
航
行
予
定
時
刻
」
を
「
当
該
船
舶
の
名
称
、
総
ト
ン
数
及
び
長
さ

、
当
該
航
路
の
航
行
予
定
時
刻
、
当
該
船
舶
と
の
連
絡
手
段
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
距
離
が
」
の
下
に
「
航
路
ご
と

に
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

巨
大
船
以
外
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
そ
の
長
さ
が
航
路
ご
と
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
長
さ
以
上
の
も
の

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、
「
第
七
条

か
ら
第
十
一
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
の
二
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
一
条
」
に
、
「
で
き
る
」
を
「
で
き
、
及
び
第
二
十
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
し
な
い
で
航
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
二

十
条
第
四
項
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
、
「
第
八
条
か
ら
第
十

一
条
ま
で
」
を
「
第
六
条
の
二
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
一
条
」
に
、
「
で
き
る
」
を
「
で
き
、
及
び
第
二
十
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
し
な
い
で
航
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
四
節
の
節
名
中
「
狭
い
水
道
」
を
「
航
路
以
外
の
海
域
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
「
船
舶
」
の
下
に
「
又
は
前
項
に

規
定
す
る
海
域
を
航
行
す
る
船
舶
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
項
又
は
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
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三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
地
形
、
潮
流
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
、
工
作
物
の
設
置
状
況
又
は
船
舶
交
通
の
状
況
に
よ
り
、

船
舶
の
航
行
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
船
舶
交
通
の
整
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
海
域
（
航
路
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、

告
示
に
よ
り
、
当
該
海
域
を
航
行
す
る
船
舶
の
航
行
に
適
す
る
経
路
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
海
域
を
航
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
船
舶
又
は
時
間
を
制
限
す
る
緊
急
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

告
示
に
よ
り
定
め
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
告
示
」
の
下
に
「
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
同
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
方
法
）
」
を
加
え
る
。

第
二
章
第
六
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
七
節

船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置

（
海
上
保
安
庁
長
官
が
提
供
す
る
情
報
の
聴
取
）

第
二
十
九
条
の
二

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
特
定
船
舶
（
第
四
条
本
文
に
規
定
す
る
船
舶
で
あ
つ
て
、
航
路
及
び
当
該
航
路
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の
周
辺
の
特
に
船
舶
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
海
域
を
航
行
す
る
も

の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
船
舶
の

沈
没
等
の
船
舶
交
通
の
障
害
の
発
生
に
関
す
る
情
報
、
他
の
船
舶
の
進
路
を
避
け
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
船
舶
の
航
行
に

関
す
る
情
報
そ
の
他
の
当
該
航
路
及
び
海
域
を
安
全
に
航
行
す
る
た
め
に
当
該
特
定
船
舶
に
お
い
て
聴
取
す
る
こ
と
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
情
報
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２

特
定
船
舶
は
、
航
路
及
び
前
項
に
規
定
す
る
海
域
を
航
行
し
て
い
る
間
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情
報
を

聴
取
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
聴
取
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
航
法
の
遵
守
及
び
危
険
の
防
止
の
た
め
の
勧
告
）

第
二
十
九
条
の
三

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
特
定
船
舶
が
航
路
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
海
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る

交
通
方
法
に
従
わ
な
い
で
航
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
又
は
他
の
船
舶
若
し
く
は
障
害
物
に
著
し
く
接
近
す

る
お
そ
れ
そ
の
他
の
特
定
船
舶
の
航
行
に
危
険
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
交
通
方
法
を

遵
守
さ
せ
、
又
は
当
該
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
船
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舶
に
対
し

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
進
路
の
変
更
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告

、

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
特
定
船
舶
に
対
し
、
そ

の
勧
告
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
附
さ
れ
た
」
を
「
付
さ
れ
た
」
に
、
「
行
な
わ
れ
る
」
を
「
行
わ
れ
る
」
に
改
め
、
同
項

第
三
号
中
「
行
な
わ
れ
る
」
を
「
行
わ
れ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
す
る
」
を
「
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
附
し
た
」
を
「
付
し
た
」
に
、
「
附
す
る
」
を
「
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
附
近
」
を
「
付
近
」
に
、

「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
六
項
中
「
附
近
」
を
「
付
近
」
に
、
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
第
五
条
」
の
下
に
「
、
第
六
条
の
二
」
を
、
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
、

「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
中
「
第
五
条
」
の
下
に
「
、
第
六
条
の
二
」
を
、
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加

え
る
。
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第
三
十
七
条
の
二
中
「
第
十
四
条
第
三
項
（
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
十
条
の

二
又
は
第
二
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
中
「
三
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
四
条
第
三
項
（
第
十
八
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
十
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
附
し
、
」
を
「
付
し
、
」
に
、
「
附
し

た
」
を
「
付
し
た
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中
「
五
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
中
「
三
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
中
海
上
交
通
安
全
法
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
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二

次
条
の
規
定

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
の
政
令
で
定
め
る
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
港
則
法
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
海
上
交
通
安
全
法
第
二
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
通
報
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
十
号
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
法
第

三
十
七
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
四
項
中
「
第
三
十
七
条
の
三
」
を
「
第
三
十
七
条
の
五
」
に
改
め
る
。
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理

由

近
年
に
お
け
る
海
難
の
発
生
状
況
、
海
上
交
通
に
係
る
環
境
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
船
舶
交
通
の
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た

め
、
海
域
の
特
性
に
応
じ
た
新
た
な
航
法
の
設
定
、
船
舶
の
安
全
な
航
行
を
援
助
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
規
定
の
整
備
等
所

要
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


